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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成22年7月8日(2010.7.8)

【公表番号】特表2008-524679(P2008-524679A)
【公表日】平成20年7月10日(2008.7.10)
【年通号数】公開・登録公報2008-027
【出願番号】特願2007-546015(P2007-546015)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  13/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ   3/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  13/00    ６１０Ｑ
   Ｈ０４Ｍ   3/42    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成22年5月20日(2010.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　迷惑メッセージに関する情報を収集する方法であって、
　ハンドヘルド通信装置（１００、２００）内において迷惑メッセージに関連付けられた
メッセージ情報を削除する工程と、
　前記削除されたメッセージ情報又は前記迷惑メッセージに関連付けられたデータを、前
記ハンドヘルド通信装置（１００）内、又はネットワークノード（２２０）内に設けられ
た、メッセージ情報部（１０４、２２４）へ転送する工程と、
　前記迷惑メッセージに関連付けられた前記転送されたデータに基づき、前記メッセージ
情報部（１０４、２２４）のメモリ内のデータ情報を更新する工程と、
を備え、
　前記メッセージ情報部（１０４）が前記ハンドヘルド通信装置（１００）内に設けられ
ている場合は、格納された前記メッセージ情報の少なくとも一部を外部の電子通信装置（
１３０）へエクスポートし、
　前記メッセージ情報部（２２４）が前記ネットワークノード（２２０）内に設けられて
いる場合は、前記メッセージ情報部（２２４）内の情報を、前記ネットワークノード（２
２０）から１以上のさらなるネットワークノードへ送信する工程を備える
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ハンドヘルド通信装置（１、１００、２００）宛ての着信メッセージから抽出した
メッセージデータと、前記メッセージ情報部（１０４、２２４）に格納された前記データ
情報とを比較して、前記メッセージを前記ハンドヘルド通信装置へ通知または転送すべき
かどうか判定する工程を備えることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記メッセージ情報部（１０４、２２４）に格納された前記データ情報が、前記着信メ
ッセージから抽出した前記メッセージデータに関するデータ情報を少しも備えない場合か
、
　前記データ情報は前記着信メッセージから抽出した前記メッセージデータに関係するが
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、前記格納された情報に遭遇した回数を示すカウンタ値が所定の値を下回る場合に、
　前記通知を発行する工程または前記メッセージを転送する工程を備えることを特徴とす
る、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　通信ネットワーク内で動作するハンドヘルド通信装置（２００）に向けて宛てられたメ
ッセージをブロックする方法であって、前記通信ネットワークは、迷惑メッセージである
と判定されたメッセージに関するデータ情報を備えるメッセージ情報部を備え、
　前記ハンドヘルド通信装置向けの前記メッセージからメッセージデータを抽出する工程
と、
　前記メッセージデータと前記メッセージ情報部内に格納された前記データ情報とを比較
して、前記メッセージを前記メッセージの宛先の前記ハンドヘルド通信装置へ通知または
転送すべきかどうか判定する工程と、
　ネットワークノード内に配置された前記メッセージ情報部（２２４）内の前記データ情
報を、前記ネットワークノード（２２０）から前記ネットワークノードのドメインで動作
する少なくとも１台のハンドヘルド通信装置（２００）へ転送する工程と、
を備える方法。
【請求項５】
　前記ハンドヘルド通信装置（２００）が前記ネットワークノードのドメインにサインイ
ンしたことに応じて、前記メッセージ情報部（２２４）内の前記データ情報を送信する工
程を備えることを特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記比較する工程は、前記宛先のハンドヘルド通信装置（２００）で実行されることを
特徴とする、請求項４または５に記載の方法。
【請求項７】
　前記格納されたメッセージ情報の少なくとも一部を外部の電子通信装置（１３０）へエ
クスポートする工程を備えることを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記比較する工程は、前記ネットワークノード（２２０）で実行されることを特徴とす
る、請求項４乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記メッセージを前記宛先のハンドヘルド通信装置（２００）へ送信する工程と、
　前記ハンドヘルド通信装置から要求を受信したことに応じて前記比較する工程を実行す
る工程と、
　前記比較工程の結果の情報を含む応答を送信する工程と
を備えることを特徴とする、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　迷惑メッセージに関する情報を収集する装置であって、
　ハンドヘルド通信装置（１００）内の迷惑メッセージに関連付けられたメッセージ情報
を削除するように構成されたコントローラ（１０１）を備え、
　前記コントローラは、前記削除されたメッセージ情報又は前記迷惑メッセージに関連付
けられたデータを、前記ハンドヘルド通信装置（１００）に設けられたメッセージ情報部
（１０４）へ転送するように構成され、
　前記メッセージ情報部（１０４）は、前記迷惑メッセージに関連付けられた前記転送さ
れたデータに基づき、前記メッセージ情報部（１０４）のメモリ内のデータ情報を更新す
るように構成され、
　前記コントローラ（１０１）は、格納された前記メッセージ情報の少なくとも一部を、
外部の電子通信装置（２０、２１、１３０）へエクスポートするように構成され、
　前記装置は前記ハンドヘルド通信装置内に設けられる
ことを特徴とする装置。
【請求項１１】
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　前記コントローラ（１０１）は、前記ハンドヘルド通信装置（１００）宛ての前記着信
メッセージから抽出したメッセージデータと、前記メッセージ情報部（１０４）に格納さ
れた前記データ情報とを比較して、前記メッセージを前記ハンドヘルド通信装置内で通知
すべきかどうか判定するように構成されることを特徴とする、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記コントローラ（１０１）は、
　前記メッセージ情報部（１０４）に格納された前記データ情報が、前記着信メッセージ
から抽出した前記メッセージデータに関係するデータ情報を少しも備えない場合か、
　前記データ情報は前記着信メッセージから抽出した前記メッセージデータに関係するが
、前記格納された情報に遭遇した回数を示すカウンタ値が所定の値を下回る場合に、
　前記通知を発行するように構成される
ことを特徴とする、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記装置は、携帯用無線通信装置、移動体無線端末、ページャ、コミュニケータ、電子
オーガナイザ、携帯用情報端末（ＰＤＡ）、ハンドヘルドコンピュータ、ハンドヘルドＶ
ｏＩＰ電話機、またはスマートフォン内に存在することを特徴とする、請求項１０乃至１
２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記装置は携帯電話機内に存在することを特徴とする、請求項１０乃至１２のいずれか
１項に記載の装置。
【請求項１５】
　迷惑メッセージに関する情報を収集する装置であって、
　ハンドヘルド通信装置（２００）内で該ハンドヘルド通信装置のコントローラ（２０１
）によって削除されたメッセージ情報、又は、迷惑メッセージに関連付けられたデータを
、ネットワークノード（２２０）内に設けられたメッセージ情報部（２２４）へ転送する
ように構成されたコントローラ（２２１）を備え、
　前記メッセージ情報部は、前記迷惑メッセージに関連付けられた前記転送されたデータ
に基づき、前記メッセージ情報部のメモリ内のデータ情報を更新するように構成され、
　前記コントローラ（２２１）は、さらに、前記メッセージ情報部（２２４）内の情報を
前記ネットワークノード（２２０）から１以上のさらなるネットワークノードへ送信する
ように構成される
ことを特徴とする装置。
【請求項１６】
　前記コントローラ（２２１）は、前記ハンドヘルド通信装置（２００）宛ての前記着信
メッセージから抽出したメッセージデータと、前記メッセージ情報部（２２４）に格納さ
れた前記データ情報とを比較して、前記メッセージを前記ハンドヘルド通信装置へ通知ま
たは転送すべきかどうか判定するように構成されることを特徴とする、請求項１５に記載
の装置。
【請求項１７】
　前記コントローラ（２２１）は、
　前記メッセージ情報部（２２４）に格納された前記データ情報が、前記着信メッセージ
から抽出した前記メッセージデータに関係するデータ情報を少しも備えない場合か、
　前記データ情報は前記着信メッセージから抽出した前記メッセージデータに関係するが
、前記格納された情報に遭遇した回数を示すカウンタ値が所定の値を下回る場合に、
　前記メッセージの転送を行うように構成される
ことを特徴とする、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記装置はネットワークノード内に存在することを特徴とする、請求項１５乃至１７の
いずれか１項に記載の装置。
【請求項１９】



(4) JP 2008-524679 A5 2010.7.8

　通信ネットワーク内で動作するハンドヘルド通信装置（２００）へ向けて宛てられたメ
ッセージをブロックする装置であって、
　迷惑メッセージであると判定されたメッセージに関するデータ情報を備えるメッセージ
情報部（２２４）と、
　前記ハンドヘルド通信装置向けの前記メッセージからメッセージデータを抽出し、前記
メッセージデータと前記メッセージ情報部内に格納された前記データ情報とを比較して、
前記メッセージを前記メッセージの宛先の前記ハンドヘルド通信装置へ通知または送信す
べきかどうか判定する、コントローラ（２２１）と、
を備え、
　前記メッセージ情報部（２２４）と前記コントローラ（２２１）は、ネットワークノー
ド（２２０）内に配置され、前記コントローラは、前記メッセージ情報部内の前記データ
情報を、前記ネットワークノード（２２０）から前記ネットワークノードのドメインで動
作する少なくとも１台のハンドヘルド通信装置（２００）へ送信するように構成される
ことを特徴とする装置。
【請求項２０】
　前記コントローラは、前記ハンドヘルド通信装置（２００）が前記ネットワークノード
のドメインにサインインするのに応じて、前記メッセージ情報部（２２４）内の前記デー
タ情報を送信するように構成されることを特徴とする、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記コントローラは、
　前記メッセージを前記宛先のハンドヘルド通信装置（２００）へ送信し、
　前記ハンドヘルド通信装置（２００）から要求を受信したことに応じて前記メッセージ
データと前記メッセージ情報部に格納された前記データ情報との比較を実行し、
　前記比較の結果の情報を含む応答を送信する
ように構成されることを特徴とする、請求項１９または２０に記載の装置。
【請求項２２】
　通信ネットワーク内で動作するハンドヘルド通信装置（１００）へ向けて宛てられたメ
ッセージをブロックする装置であって、
　迷惑メッセージであると判定されたメッセージに関するデータ情報を備えるメッセージ
情報部（１０４）と、
　前記ハンドヘルド通信装置向けの前記メッセージからメッセージデータを抽出し、前記
メッセージデータと前記メッセージ情報部内に格納された前記データ情報とを比較して、
前記メッセージを前記メッセージの宛先の前記ハンドヘルド通信装置において通知すべき
かどうか判定する、コントローラ（１０１）と、
を備え、
　前記コントローラは、前記宛先のハンドヘルド通信装置（１００）内に設けられ、
前記コントローラは、前記格納されたメッセージ情報の少なくとも一部を、外部の電子通
信装置（１３０）へエクスポートするように構成される
ことを特徴とする装置。
【請求項２３】
　前記装置は、前記宛先のハンドヘルド通信装置である携帯用無線通信装置、移動体無線
端末、ページャ、コミュニケータ、電子オーガナイザ、携帯用情報端末（ＰＤＡ）、ハン
ドヘルドコンピュータ、ハンドヘルドＶｏＩＰ電話機、またはスマートフォン内に存在す
ることを特徴とする、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記装置は、前記宛先のハンドヘルド通信装置である携帯電話機内に存在することを特
徴とする、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　コンピュータ機能を有する電子装置に、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法の
各工程を実行させるためのコンピュータプログラム。
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【請求項２６】
　コンピュータ機能を有する電子装置に、請求項４乃至９のいずれか１項に記載の方法の
各工程を実行させるためのコンピュータプログラム。
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